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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，日本石鹸洗剤工業

会 (JSDA) 及び財団法人日本規格協会 (JSA) から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの

申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS K 3351 : 1995 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 K 3351：2009 
 

工業用グリセリン 
Glycerines for industrial use 

 
1 適用範囲 

この規格は，工業用グリセリンについて規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 1602 熱電対 

JIS H 6202 化学分析用白金皿 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 0068 化学製品の水分測定方法 

JIS K 0113 電位差・電流・電量・カールフィッシャー滴定方法通則 

JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水 

JIS K 1503 アセトン 

JIS K 8001 試薬試験方法通則 

JIS K 8012 亜鉛（試薬） 

JIS K 8085 アンモニア水（試薬） 

JIS K 8102 エタノール (95) （試薬） 

JIS K 8105 エチレングリコール（試薬） 

JIS K 8129 塩化コバルト (II) 六水和物（試薬） 

JIS K 8136 塩化すず (II) 二水和物（試薬） 

JIS K 8150 塩化ナトリウム（試薬） 

JIS K 8153 ヘキサクロロ白金 (IV) 酸六水和物（試薬） 

JIS K 8163 ヘキサクロロ白金 (IV) 酸カリウム（試薬） 

JIS K 8180 塩酸（試薬） 

JIS K 8256 過よう素酸ナトリウム（試薬） 

JIS K 8267 ぎ酸ナトリウム（試薬） 

JIS K 8295 グリセリン（試薬） 

JIS K 8374 酢酸鉛 (II) 三水和物（試薬） 

JIS K 8541 硝酸（試薬） 

JIS K 8550 硝酸銀（試薬） 

JIS K 8625 炭酸ナトリウム（試薬） 


